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川上村特定事業主行動計画 

 

 

 

  １ 目 的 

 

我が国においては、年々少子化が進行しており、その影響は経済、教育等あらゆる分

野に及んでいる。また、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性が

その個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生

活における活躍」という。）が一層重要となっている。 

そのような状況において、職員が安心して子育てができると同時に、女性の職業生活

における活躍の推進について、職場を挙げて支援していく必要があることから今回、「次

世代育成支援対策推進法」及び、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女

性活躍推進法）」に基づく特定事業主行動計画として、川上村職員を対象に策定した。 

職員一人ひとりが仕事と子育てを両立できるとともに、女性の職業生活における活躍

を推進できるよう、職員全員が職場を挙げて支援していくためにこの計画を策定した。 

職員一人ひとりが、この計画を自分自身に関わることと捉え、職場単位でお互いに助

け合い支え合う必要がある。 

そして、この計画を通じた取り組みが、職場環境の変革をもたらすと共に、さらなる

川上村の発展につながることを目指すものである。 

 

 

  ２ 計画期間 

 

本計画は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間を計画期間とする。 

 

 

  

 

 



 ３ 計画の推進体制 

 

本計画を実り多いものにするためには、職員一人ひとりが次世代育成支援と女性の職

業生活における活躍の推進に関して理解し、女性が育児をしながら活躍できる環境づく

りに努めるものとする。 

（１） 計画の対象者は、村長事務部局、議会事務局、及び教育委員会の職員とする。 

（２） この計画を効果的に推進するために、各任命権者の人事担当者で構成する推進

委員会を設置する。 

（３） 仕事と子育ての両立、女性の職業生活における活躍の推進等についての相談・

情報提供等を行う。 

（４） 啓発資料の配付や研修会等の実施により、行動計画の内容を周知徹底する。 

 

  ４ 具体的な内容 

 

Ⅰ 現状分析 

法第１５条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく

特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号）第２条

に基づき、女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事業

について分析を行った。 

■ 把握事項（令和２年度実績） 

 （１） 採用した職員に占める女性職員の割合 

  ① 常勤職員 

 割合（％） 

男性 ６０ 

女性 ４０ 

計 １００ 

  ② 非常勤職員 

 割合（％） 

男性 ３１．５ 

女性 ６８．５ 

計 １００ 



 （２）管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

全体 

１７％ 

（３）各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

級 割合（％） 

課長 ０ 

課長補佐 ３０ 

主任 ５３ 

主事・主事補 

保育士・社会福

祉士・看護師 

１７ 

 （４）男女別の育児休業取得率 

性別 育児休業取得率 

男性 ０% 

女性 １００% 

（５）男性職員の配偶者出産休暇取得率  

配偶者出産休暇取得率  ― % 

 

 

Ⅱ 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標 

   

分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定する。 

  なお、この目標は、女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善

すべき事情について分析を行った結果、大きな課題に対応するものから順に掲げてい

る。 

 

 ● 数値目標 

   （１）  令和７年度までに、課長補佐級以上の女性職員の割合を令和２年 

       度の実績（１７％）より３ポイント以上引上げ、２０％以上にする。 

 

   （２）  令和７年度までに、男性職員の育児休業の取得実績（令和２年度の実

績０%）を５０％以上にする。 



    

 

 

Ⅲ 女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための 

取組及び実施時期 

 
  ３で掲げた数値目標の達成に向けて、次に掲げる取組を実施する。 

  

  

● 取組内容 

   （１）について 

      ◎ 女性職員に対するスキルアップ研修を実施する。 

      ◎ 女性が働きやすい職場環境の整備を行う。 

      ◎ 多様ポストへの女性の積極的配置を行う。 

 

   （２）について 

      ◎ 男性の家事・育児等参加に向けた機運の醸成を図る。 

      ◎ 帰宅しやすい職場風土に向けた管理職の勤務時間管理の徹底を行う。 

      ◎ 休暇制度等を全職員に周知し、取得促進を図る。 

 


